












memo

亡くなられた方の各種カードは自動的に廃止されます。印鑑登録証（さがみはらカード）をお持ち
の場合は下記窓口にご返却ください。マイナンバーカード（個人番号カード）、通知カード、住民基
本台帳カードをお持ちの場合は、下記窓口にご返却いただくか裁断して処分してください。なお、
税金や死亡保険金等の手続きでマイナンバーの提示が必要な場合がありますので、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）、通知カードは、諸手続きが終わるまで保管してください。



※相模原市に本籍がある方で、相模原市に死亡届を提出された場合は1週間程度、他の市町村に提出された場合は
２週間程度かかります。
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（75歳以上の方及び65歳から74歳までの広域連合から障害認定を受けた方）
被保険者が亡くなられたとき、申請により、葬祭を行った方からの申請に対し、葬祭費（5万円）が
保険者（神奈川県後期高齢者医療広域連合）から支給されます。申請書（2枚複写式）は原則として
死亡届のご提出から３週間ほどで生前のご住所（書類の送付先変更をされている場合はご指定の
送付先）に送付されます。



資格の喪失日 ( 死亡日の翌日 ) の前月までを計算し、後日、亡くなられた方の生前のご住所 ( 書
類の送付先変更をされている場合はご指定の送付先)に保険料の変更決定通知書を送付します。
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